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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期
第３四半期
累計期間

第22期
第３四半期
累計期間

第21期
第３四半期
会計期間

第22期
第３四半期
会計期間

第21期

会計期間

　自平成20年
４月１日

　至平成20年
12月31日

　自平成21年
４月１日

　至平成21年
12月31日

　自平成20年
10月１日

　至平成20年
12月31日

　自平成21年
10月１日

　至平成21年
12月31日

　自平成20年
４月１日

　至平成21年
３月31日

売上高（千円） 10,177,76610,319,7663,499,6293,434,58013,593,879

経常利益（千円） 479,653 404,716 241,356 158,509 627,020

四半期（当期）純利益（千円） 253,114 208,262 134,767 83,576 323,837

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 1,420,2001,423,8421,420,200

発行済株式総数（株） － － 3,800,0003,812,0003,800,000

純資産額（千円） － － 4,984,0725,179,6245,055,531

総資産額（千円） － － 16,573,46717,311,15417,485,890

１株当たり純資産額（円） － － 1,308.911,354.971,327.52

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
66.60 54.78 35.46 21.97 85.22

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
66.57 54.42 35.41 21.81 85.09

１株当たり配当額（円） 15.00 10.00 － － 30.00

自己資本比率（％） － － 30.0 29.8 28.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
590,975 889,339 － － 956,492

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△759,660△134,901 － － △1,553,749

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△471,000△447,157 － － 96,244

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 619,6721,065,624758,343

従業員数（名） － － 395 410 380

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

  当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、当社及び当社の関係会社が営む

事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、重要な関係会社の異動はありませ

ん。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（名） 410（512） 

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（　）内に当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21

年12月31日）の平均人員（アルバイトについては、月間164時間換算）を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社は、フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクール、空手スクール等のスポーツク

ラブ運営及びスポーツ用品等の販売を事業としているため、生産及び受注の内容は記載しておりません。

(1）部門別売上高の状況

　部　門

　当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日　　
　　至　平成21年12月31日）

　金額（千円） 　構成比（％） 前年同期比（％）　

フィットネス部門 2,296,506  66.9 △3.4

 スイミングスクール 328,646  9.6 +1.9

 テニススクール 290,605  8.4 +0.1

 その他スクール 134,204  3.9 +2.6

スクール部門合計 753,456  21.9 +1.3

プロショップ部門 220,205  6.4 +1.8

その他の収入（注）２ 164,412  4.8 +1.3

合　計 3,434,580  100.0 △1.9

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．スポーツクラブ施設に付帯する駐車料金、プライベートロッカー等の収入であります。

(2）部門別会員数の状況

　部　門

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日現在）

会員数（名）　
（注）

前年同期比（名）　 前年同期比（％）　

フィットネス部門 91,629 △4,663  △4.8

 スイミングスクール 18,707 60  +0.3

 テニススクール 11,609     △221  △1.9

 その他スクール 5,618     85  +1.5

スクール部門合計 35,934 △76  △0.2

合　計 127,563 △4,739  △3.6

　（注）平成21年12月31日現在、在籍されている会員数です。
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(3）地域別売上高の状況

地域別
（施設数）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日） 備考

金額（千円） 前年同期比（％）

埼玉県　　　合計 （２施設） 255,757 △5.2  

千葉県　　　合計 （２施設） 298,630 △7.1  

東京都　　　合計 （12施設） 1,532,178 △4.6 （注）２

神奈川県　　合計 （６施設） 1,041,212 +4.1  

静岡県　　　合計 （１施設） 84,894 +11.2  

愛知県　　　合計 （１施設） 221,905 △1.4  

合計 （24施設） 3,434,580 △1.9  

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の表には本社１施設（東京都）の売上高を含んでおります。

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、新たな事業等のリスクの発生、ま

たは、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、経営上の重要な契約等の決定又は

締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

 (1) 業績の状況

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）における我が国経済は、海外経済の改善

や、緊急経済対策の効果などを背景に、一部持ち直しの動きがみられるものの、企業収益は大幅な減少が続いてお

り、また雇用情勢においても失業率が高水準にあるなど、景気は依然として厳しい状況が続いております。　

　当スポーツクラブ業界におきましても、健康増進、疾病予防への国民意識の高まり等を背景として、健康サービス

に対する国民のニーズは引き続き高まりつつあるものの、賃金の減少や雇用情勢の悪化の影響を受け、消費者マイ

ンドは低水準で推移しており、企業間の競争は依然として激しく、厳しい経営環境が続いております。

　このような経営環境のなかで、当社は以下の施策を実施してまいりました。

　新規入会者の獲得策として、年齢層に応じたキャンペーンの実施や利用時間帯を区切った会員種別の増設、及び

休館日を利用した体験会等を行ってまいりました。また、会員定着率の向上を図るため、新規入会者向け初期対応

の強化やクリスマスパーティー等の各種イベントの実施、品質維持向上に向けての人材育成等を積極的に行って

まいりました。

　これらの施策を実施し、平成20年３月31日までにオープンした既存店につきまして、退会率は前年と同水準を維

持してまいりました。また、積極的な販促活動や、平成21年８月に実施したメガロス田端店（東京都北区）及びメ

ガロス調布店（東京都調布市）のリニューアル工事等の効果により、新規入会者の獲得も前年同水準まで回復し

ております。しかしながら、第１四半期会計期間に落ち込んだ影響を回復するまでには至らず、既存店の会員数は

平成21年12月31日時点で前年同期比4.5％減となりました。

　一方、効果的な人員配置等による原価圧縮、並びに本社コストの圧縮等に努め、併せて水道光熱費が落ち着いたこ

ともあり、費用については想定通りの削減を図ることができました。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は3,434百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益は158百万円（前年

同期比34.3％減）、四半期純利益83百万円（前年同期比38.0％減）となりました。

　

　　 (2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は

1,065百万円となり、前事業年度末と比較して307百万円の増加となりました。

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は329百万円（前年同四半期会計期間比22百万円増）の資金の増加とな

りました。これは主に、法人税等を支払った一方で、税引前四半期純利益、減価償却費を計上したこと等によるもの

であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は145百万円（同108百万円減）の資金の減少となりました。これは主に、

有形固定資産を取得したこと等によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は43百万円（同100百万円増）の資金の増加となりました。これは主に、

当事業年度決算に係る中間配当金を支払った一方で、短期借入金による資金調達を行ったこと等によるものであ

ります。

 

　   (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、当社が対処すべき課題につい

て重要な変更はありません。

 

　   (4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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　   (5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社の売上高は、会員からの会費収入に大きく依存しており、新規入会者の獲得及び会員定着率の向上により会

員数を確保することが重要であります。その為に、既存店では定期的なリニューアル工事の実施や、質の高いサー

ビスの提供を行うための人材の確保と育成に力を入れております。

　また、売上を大きく伸ばしていくためには、新店の出店が欠かせません。開発形態の多様化と情報力の強化を図る

と共に、厳選した立地に新規出店を継続してまいります。

 

　   (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　 総資産は17,311百万円となり、前事業年度末に比べ174百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が増加し

たこと等により流動資産が増加した一方で、減価償却費が有形固定資産及び無形固定資産の取得を上回ったこと

等により固定資産が減少したことによるものであります。

　　　　 総負債は12,131百万円となり、前事業年度末に比べ298百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金を返済した

こと等によるものであります。

　　　　 純資産は5,179百万円となり、前事業年度末に比べ124百万円増加いたしました。これ主に、前事業年度決算に係る期

末配当金及び当事業年度決算に係る中間配当金を支払った一方で、四半期純利益を計上したこと等によるもので

あります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、主要な設備に重要な異動はあり

ません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）において、前四半期会計期間末において計

画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新

設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,812,000 3,812,000ジャスダック証券取引所　

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

単元株式数 

100株 

計 3,812,000 3,812,000 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。

①株式会社メガロス　2008年度第１回新株予約権（平成20年11月13日取締役会決議）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

　新株予約権の数（個）　 44　

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　

　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 4,400　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）　 １株当たり１　

　新株予約権の行使期間　
自　平成21年12月１日

至　平成26年11月30日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

　発行価格及び資本組入額（円）　

  発行価格　607

資本組入額　304　

　新株予約権の行使の条件　 （注）１のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決

　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）２のとおり
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　　　　　②株式会社メガロス　2008年度第２回新株予約権（平成20年11月13日取締役会決議）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

　新株予約権の数（個）　 280　

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　

　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 28,000　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）　

　　　　　　　　　　１株当たり740

　　但し、当該払込金額（以下「行使価額」という）は　　

　　（注）３の定めにより調整を受けることがある。　

　新株予約権の行使期間　
自　平成22年12月１日

至　平成27年11月30日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

　発行価格及び資本組入額（円）　

  発行価格　924

資本組入額　462　

　新株予約権の行使の条件　 （注）４のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決

　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）５のとおり

　

EDINET提出書類

株式会社メガロス(E05718)

四半期報告書

10/34



③株式会社メガロス　2009年度第１回新株予約権（平成21年７月16日取締役会決議）

　
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

　新株予約権の数（個）　 79　
　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　
　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　
　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 7,900　
　新株予約権の行使時の払込金額（円）　 １株当たり１　

　新株予約権の行使期間　
自　平成22年８月３日
至　平成27年８月２日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
　発行価格及び資本組入額（円）　

  発行価格　884
資本組入額　442　

　新株予約権の行使の条件　 （注）１のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決
　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）２のとおり

　

④株式会社メガロス　2009年度第２回新株予約権（平成21年７月16日取締役会決議）

　
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

　新株予約権の数（個）　 270　
　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　
　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 27,000　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）　
　　　　　　　　　　１株当たり1,010
　　但し、当該払込金額（以下「行使価額」という）は　　
　　（注）３の定めにより調整を受けることがある。　

　新株予約権の行使期間　
自　平成23年８月３日
至　平成28年８月２日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
　発行価格及び資本組入額（円）　

    発行価格　1,269
  資本組入額　  635　

　新株予約権の行使の条件　 （注）４のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決
　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）５のとおり

　

（注）１．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取

締役、監査役、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位（以下総称して「要

　　　　　　件地位」という）にあることを要する。

　　　　　②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」　　　　

（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（但し、権利行使期間の

満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができる。

　　　　　③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使

することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる　

（当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。但し、権利承継者が行使することができる期

間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（但

し、権利行使期間の満了日までとする）までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができる

とされた期間と同一とする。

　　　　　④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

　　　　　⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を１回に限り行使することができるものとし、これを複

数回に分割して行使することはできない。

　　　　　⑥新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

　　　　　⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

　　　２．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下

総称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する

株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会

社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又

は株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に

て
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交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

　　　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。　

　　　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　　　組織再編行為の条件等を勘案の上、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

　　　　④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

　　　　　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１株当たりの払込みをすべき金額を１円　

　　　　　とし、これに③に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

　　　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　　　　権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

　　　　　る。

　　　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１ 

　　　　　　 項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切　

　　　　　　 り上げる。

          (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本金等

　　　　　　 増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

        ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

　　　　⑧新株予約権の行使の条件

　　　　　前記（注）１に準じて決定する。

　　　　⑨新株予約権の取得に関する事項

　　　　　以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要の場合

　　　　　は当該議案につき取締役会が決議した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合におい

　　　　　て、取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は

　　　　　一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりこれを定

　　　　　める。

          (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

          (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

          (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

          (4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の

             定めを設ける定款変更の議案

          (5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

             と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

             の定めを設ける定款変更の議案

        ⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

          新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

　　３．当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生　

　　　　じる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額　　＝　 調整前行使価額 　× 
１

分割・併合の比率 

　

　　　　また、当社がその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集　　

　　　　をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調

        整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

　

 

調整後

行使価額

 

＝ 

 

調整前

行使価額 

 

× 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数　×　１株当たりの払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数　＋　新規発行株式数 
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　　　　前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか　

　　　　る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式

　　　　数」を「処分する自己株式数」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替える。

　　　　前記のほか、当社は、株式又は新株予約権の無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合

　　　　には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。

　　４．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取　　

　　　　　締役、監査役、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位（以下総称して「要　

　　　　　件地位」という）にあることを要する。

　　　　②対象者は、新株予約権の行使時点で当社の就業規則に基づく諭旨解職若しくは懲戒解職の決定又はこれらに　

　　　　　準じる事由がないことを要する。

　　　　③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、　

　　　　　社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇　

　　　　　（整理解雇）、又はこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日　

　　　　　又は表中の「新株予約権の行使期間」（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年

          が経過する日（但し、権利行使期間の満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができ

　　　　　る。

　　　　④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、又は③に基づ　

　　　　　き行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することがで　

　　　　　きる（当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。但し、権利承継者が行使することができ　

　　　　　る期間は、①及び②の条件を満たしていた場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅　　

　　　　　い日から１年が経過する日（但し、権利行使期間の満了日までとする）までとし、③の場合は、対象者が③　

　　　　　に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。

　　　　⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

　　　　⑥対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を２回を超える回数に分割して行使することができな

　　　　　い。

　　　　⑦新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

　　　　⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

　　５．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下　

　　　　総称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約　

　　　　権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する

　　　　株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会　

　　　　社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又　

　　　　は株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件にて　

　　　　交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。但

　　　　し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

　　　　契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

　　　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。

　　　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　　　組織再編行為の条件等を勘案の上、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

　　　　④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

　　　　　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、表

　　　　　中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株

　　　　　予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

　　　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　　　　権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

　　　　　る。

　　　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

             項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切

             り上げる。

          (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本金等増
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             加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

        ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

　　　　⑧新株予約権の行使の条件

　　　　　前記（注）４に準じて決定する。

　　　　⑨新株予約権の取得に関する事項

　　　　　以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要の場合　

　　　　　は当該議案につき取締役会が決議した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合におい　

　　　　　て、取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は　

　　　　　一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりこれを定

　　　　　める。

          (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

          (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

          (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

          (4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の 

             定めを設ける定款変更の議案

          (5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ　

             と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

             の定めを設ける定款変更の議案

        ⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

          新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）　　

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日

（注）　

12,0003,812,0003,6421,423,8423,6421,123,842

（注）新株予約権の行使による増加であります。

　

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31

日）において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確

認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿に

よる記載をしております。

 

　    ①【発行済株式】

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　3,799,600 37,996
　権利内容に何ら限定のない当

　社における標準となる株式

単元未満株式 普通株式　　　　400 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 3,800,000 － －

総株主の議決権 － 37,996 －

　

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 820 790 900 1,010 1,049 1,160 1,008 970 1,028

最低（円） 741 750 786 881 980 934 923 925 961

　 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

　新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

（事業本部長兼開発部長嘱託）

取締役

（事業開発本部長兼開発部長嘱

託、営業本部担当）

中村　滋彦 平成21年７月16日

常務取締役

（管理本部長嘱託）

常務取締役

（管理本部長兼総務部長嘱託）
高越　忠尚 平成21年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,065,624 758,343

売掛金 74,294 96,952

商品及び製品 178,748 165,794

前払費用 356,174 319,374

繰延税金資産 59,480 89,913

その他 5,358 7,582

貸倒引当金 △5,600 △7,400

流動資産合計 1,734,081 1,430,561

固定資産

有形固定資産

建物 12,488,566 12,451,011

減価償却累計額 △2,641,544 △2,173,686

建物（純額） 9,847,021 10,277,324

構築物 413,967 413,967

減価償却累計額 △179,567 △156,673

構築物（純額） 234,400 257,293

車両運搬具 9,942 9,942

減価償却累計額 △6,058 △3,728

車両運搬具（純額） 3,883 6,214

工具、器具及び備品 802,791 786,738

減価償却累計額 △577,704 △508,309

工具、器具及び備品（純額） 225,086 278,428

リース資産 361,268 295,889

減価償却累計額 △83,511 △32,496

リース資産（純額） 277,756 263,393

建設仮勘定 233,047 88,987

有形固定資産合計 10,821,196 11,171,642

無形固定資産

ソフトウエア 234,505 299,610

その他 34,278 33,978

無形固定資産合計 268,783 333,589

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,255,418 4,306,357

長期前払費用 218,174 230,239

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,487,092 4,550,097

固定資産合計 15,577,073 16,055,329

資産合計 17,311,154 17,485,890
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 89,616 73,348

短期借入金 900,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 75,378 60,423

未払金 357,847 393,190

未払費用 290,612 202,015

未払法人税等 61,718 204,159

未払事業所税 33,943 41,004

未払消費税等 113,118 4,282

前受金 395,023 455,941

預り金 76,223 25,770

賞与引当金 51,813 85,716

役員賞与引当金 13,725 19,400

商品割引券引当金 683 642

その他 1,787 1,759

流動負債合計 4,461,491 4,767,654

固定負債

長期借入金 7,400,000 7,400,000

リース債務 222,947 218,561

受入敷金保証金 39,818 39,818

繰延税金負債 7,272 4,325

固定負債合計 7,670,038 7,662,705

負債合計 12,131,529 12,430,359

純資産の部

株主資本

資本金 1,423,842 1,420,200

資本剰余金 1,123,842 1,120,200

利益剰余金 2,617,474 2,504,211

株主資本合計 5,165,158 5,044,611

新株予約権 14,466 10,919

純資産合計 5,179,624 5,055,531

負債純資産合計 17,311,154 17,485,890
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 10,177,766 10,319,766

売上原価 8,580,951 8,899,874

売上総利益 1,596,814 1,419,892

販売費及び一般管理費 ※
 998,575

※
 882,832

営業利益 598,239 537,059

営業外収益

受取利息 24,805 22,483

その他 3,346 2,320

営業外収益合計 28,151 24,803

営業外費用

支払利息 142,362 151,621

その他 4,374 5,525

営業外費用合計 146,737 157,147

経常利益 479,653 404,716

税引前四半期純利益 479,653 404,716

法人税、住民税及び事業税 194,197 163,073

法人税等調整額 32,341 33,380

法人税等合計 226,539 196,453

四半期純利益 253,114 208,262
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 3,499,629 3,434,580

売上原価 2,889,246 2,938,915

売上総利益 610,383 495,665

販売費及び一般管理費 ※
 329,660

※
 294,904

営業利益 280,723 200,760

営業外収益

受取利息 7,804 7,457

その他 1,623 1,763

営業外収益合計 9,428 9,220

営業外費用

支払利息 47,133 50,116

その他 1,661 1,355

営業外費用合計 48,795 51,472

経常利益 241,356 158,509

税引前四半期純利益 241,356 158,509

法人税、住民税及び事業税 90,202 52,680

法人税等調整額 16,386 22,252

法人税等合計 106,589 74,932

四半期純利益 134,767 83,576
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 479,653 404,716

減価償却費 604,241 684,796

固定資産除却損 10 1,522

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,200 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,808 △33,903

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,425 △5,675

受取利息及び受取配当金 △24,805 △22,483

支払利息 142,362 151,621

売上債権の増減額（△は増加） 14,768 22,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,144 △12,954

仕入債務の増減額（△は減少） 22,824 16,267

未払金の増減額（△は減少） △16,829 △41,581

未払費用の増減額（△は減少） 39,022 36,780

前受金の増減額（△は減少） △30,430 △60,918

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,525 108,836

預り金の増減額（△は減少） 49,445 50,452

その他 △88,844 △16,458

小計 1,075,317 1,281,878

利息及び配当金の受取額 6,074 3,434

利息の支払額 △94,094 △99,805

法人税等の支払額 △396,322 △296,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,975 889,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △682,938 △203,177

無形固定資産の取得による支出 △17,296 －

敷金及び保証金の差入による支出 △142,000 △5,930

敷金及び保証金の回収による収入 59,455 74,206

その他 23,118 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △759,660 △134,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 △300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △52,169

株式の発行による収入 － 12

配当金の支払額 △171,000 △95,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,000 △447,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △639,684 307,280

現金及び現金同等物の期首残高 1,259,356 758,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 619,672

※
 1,065,624
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　

広告宣伝費 61,070千円

役員報酬 67,200千円

役員賞与引当金繰入額　 22,275千円

従業員給与賞与　 354,284千円　

賞与引当金繰入額 1,902千円　

株式報酬費用 10,183千円　

福利厚生費　 79,534千円　

旅費交通費 30,904千円　

通信運搬費　 13,948千円　

器具・備品費 76,129千円　

委託顧問費 128,802千円　

不動産費 56,213千円　

減価償却費 23,818千円　

租税公課 30,260千円　

貸倒引当金繰入額 3,229千円　

その他 38,818千円　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　

広告宣伝費 51,206千円

役員報酬 65,200千円

役員賞与引当金繰入額　 13,725千円

従業員給与賞与　 319,738千円　

賞与引当金繰入額 2,004千円　

株式報酬費用 10,818千円　

福利厚生費　 67,617千円　

旅費交通費 16,451千円　

通信運搬費　 11,643千円　

器具・備品費 70,206千円　

委託顧問費 106,099千円　

不動産費 53,730千円　

減価償却費 22,506千円　

租税公課 30,541千円　

貸倒引当金繰入額 3,116千円　

その他 38,227千円　

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　

広告宣伝費 18,095千円

役員報酬 22,800千円

役員賞与引当金繰入額　 7,425千円

従業員給与賞与　 117,682千円　

賞与引当金繰入額 1,902千円　

株式報酬費用 10,183千円　

福利厚生費　 25,563千円　

旅費交通費 8,474千円　

通信運搬費　 3,931千円　

器具・備品費 25,002千円　

委託顧問費 40,930千円　

不動産費 17,295千円　

減価償却費 8,148千円　

租税公課 10,693千円　

その他 11,530千円　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　

広告宣伝費 16,441千円

役員報酬 21,000千円

役員賞与引当金繰入額　 4,575千円

従業員給与賞与　 105,052千円　

賞与引当金繰入額 2,004千円　

株式報酬費用 1,308千円　

福利厚生費　 28,974千円　

旅費交通費 5,516千円　

通信運搬費　 3,164千円　

器具・備品費 24,309千円　

委託顧問費 34,612千円　

不動産費 17,501千円　

減価償却費 7,354千円　

租税公課 10,292千円　

その他 12,796千円　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 619,672千円

現金及び現金同等物 619,672千円

　

現金及び預金勘定 1,065,624千円

現金及び現金同等物 1,065,624千円

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　3,812,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　14,466千円

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月24日

定時株主総会
普通株式 57 15平成21年３月31日平成21年６月25日利益剰余金

平成21年10月28日

　

取締役会　

普通株式　 38 10平成21年９月30日　平成21年12月11日　利益剰余金　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　金利スワップを行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　      該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,354.97円 １株当たり純資産額 1,327.52円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 66.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
66.57円

１株当たり四半期純利益金額 54.78円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
54.42円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 253,114 208,262

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 253,114 208,262

期中平均株式数（株） 3,800,000 3,801,336

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 1,845 24,994

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　株式会社メガロス　2008年度第

２回新株予約権(新株予約権の数

320個)。　

　なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(２)新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

　株式会社メガロス　2009年度第

２回新株予約権(新株予約権の数

270個)。　

　なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(２)新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

EDINET提出書類

株式会社メガロス(E05718)

四半期報告書

28/34



前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 35.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
35.41円

１株当たり四半期純利益金額 21.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
21.81円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 134,767 83,576

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 134,767 83,576

期中平均株式数（株） 3,800,000 3,803,994

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 5,517 26,643

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

  株式会社メガロス　2008年度第

２回新株予約権(新株予約権の数

320個)。

  なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(２)新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

  株式会社メガロス　2009年度第

２回新株予約権(新株予約権の数

270個)。

  なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(２)新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。
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（リース取引関係）

　　　　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当第３四半期会計期間におけるリース取引残高は、前事

業年度末に比べて著しい変動が認められないため、注記の対象から除いております。

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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２【その他】

　　　平成21年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 (イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・38百万円

 　(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・10円00銭

　 (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成21年12月11日

　　(注)平成21年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

株式会社メガロス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 英　　公一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガロスの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第21期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガロスの平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３

四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

 ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社メガロス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩部　俊夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガロスの

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第22期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガロスの平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３

四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

 ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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